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仕様書 

 

１ 委託業務名 

愛知・名古屋 2026 県外・国外向け PR ブース出展及び選手等大会関係者向け

地域の魅力発信事業 

 

２ 背景・目的 

インバウンド客を対象とした調査においても県内一の人気の観光地である

名古屋城にて、大会期間中にＰＲ拠点を設け、愛知・名古屋とアジア競技大会、

アジアパラ競技大会を強く印象付ける。 

名古屋城は街中の交通の便が良い場所に立地するため、大会に出場する選手

等関係者の自由行動時の目的地となるものと想定されることから、選手同士の

交流、選手と市民の交流の機会を創出する場としての機能を持たせることによ

り、県内最大の観光地である名古屋城を、選手等関係者への愛知・名古屋の魅

力を発信する拠点として活用する。 

また、時間に余裕のある観光客へ次の行き先の選択肢として、距離的に隣接

した愛知国際アリーナを始めとした両大会の競技会場を示すとともに、海外か

らのインバウンド客に対し自国出身選手の応援の機会を提案することで、大会

期間中を通して競技会場への誘客を行う。 
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３ 契約期間 

契約締結日から令和 9 年 1 月 29 日まで 

 

４ 事業概要 

（１）選手等大会関係者向け地域の魅力発信 

愛知・名古屋の象徴的な場所である名古屋城において、選手同士の交流や

選手と市民の交流を創出するための拠点（以下、特設交流エリアという）を

設けることで、選手等に愛知・名古屋の魅力を発信する。 

 

 ア 実施日程 

  ・アジア競技大会開催期間＋閉会後 1 日 

   令和 8 年 9 月 19 日（土）～10 月 5 日（月） 

  ・アジアパラ競技大会開催期間＋閉会後 1 日 

   令和 8 年 10 月 18 日（日）～10 月 25 日（日） 

※各日 9 時～16 時 30 分（最終入場）を予定。ただし名古屋城の開館時間が

延長になる場合は、正門・東門のブースのみ延長して運営すること。なお、

延長時間は最大で 20 時までとする。 

  

 イ 実施場所 

名古屋城本丸御殿内 

  ・孔雀之間〈区画：36.5 畳〉 

  ・柳之間〈区画：22 畳〉 

・会議室〈区画：18 畳〉 

【アジア競技大会期間】 

日程 利用可能場所 

9 月 19 日（土）～23 日（水） 孔雀之間・柳之間・会議室 

9 月 24 日（木）～27 日（日） 会議室 

9 月 28 日（月）～10 月 5 日（月） 孔雀之間・柳之間・会議室 

 

【アジアパラ競技大会期間】 

日程 利用可能場所 

10 月 18 日（日）～19 日（月） （孔雀之間・柳之間・）会議室 

10 月 20 日（火）～25 日（日） 孔雀之間・柳之間・会議室 

※10 月 18 日～19 日については、孔雀之間・柳之間は使用できない場合があ

るため、実施場所は委託者と協議のうえ決定すること。 
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 ウ 対象者 

   選手等関係者 約 3,300 人 

   （名古屋市内宿泊予定選手等関係者アジア 8,200 人、アジアパラ 2,780 人

計 10,980 人のうち約 3 割） 

    1 日あたりアジア約 150 人・パラ約 100 人の利用を想定 

 

（２）県外・国外旅行者等を対象とした PR 拠点の運営 

名古屋城を訪れる一般の観光客に向けてアジア・アジアパラ競技大会のPR

を行う。 

 

 ア 実施日程 

  ・アジア競技大会開催期間 

   令和 8 年 9 月 19 日（土）～10 月 4 日（日） 

  ・アジアパラ競技大会開催期間 

   令和 8 年 10 月 18 日（日）～10 月 24 日（土） 

※各日 9 時～16 時 30 分（最終入場）を予定。ただし名古屋城の開館時間が

延長になる場合は、延長して運営すること。なお、延長時間は最大で 20 時

までとする。 

※10 月 5 日（月）、10 月 25 日（日）は 9 時～16 時 30 分（最終入場）で選手

の名古屋城への入場管理のみを行うこと。 

 

 イ 実施場所 

   名古屋城正門、東門 

 

 ウ 対象者 

   一般観光客約 140,000 人（2024 年度年間入場者数 2,234,976 人×23/366

日） 

 

５ 業務委託内容 

下記（１）～（６）を実施すること。 

（１）実施計画書の作成 

本事業の実施において必要な計画、当日スケジュール、会場レイアウト図

等を作成し、委託者の承認を得た上で業務を遂行すること。計画書について

は、以下の項目を記載すること 

・設営から撤去までの詳細スケジュール 

・各コンテンツ実施内容 

・会場レイアウト図 
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・業務実施体制 

・経費内訳 

 

（２）会場の設営・撤去 

・イベント実施に必要な資材等の設営を行うこと。 

・名古屋城の貸出物品（別添 1）は利用できるが、9 月 24 日（木）～27 日

（日）と 10 月 18 日（日）～19 日（月）の期間については、一部利用でき

ない場合があるため、委託者と調整を行うこと。 

・設営・撤去にあたっては、施設管理者の指示に従うこと。 

・設営は、9 月 16 日（水）以降に開始し、撤去は 10 月 26 日（月）までに完

了すること。 

・アジア競技大会期間終了後、アジアパラ競技大会期間開始までの期間につ

いて、孔雀之間・柳之間は原状回復し、必要な物品等は会議室に保管でき

ることとするが、屋外に設置するブーステントについては一度撤去し、受

託者で保管すること。 

・一部期間については特設交流エリアを縮小するため、コンテンツを変えず

に運営できるレイアウトを提案すること。 

・特設交流エリア内においては、車いすでの出入りなど、障害者の通行に配

慮すること。なお、肢体障害、知的障害、視覚障害については特段の配慮

を行うこと。 

・特別史跡内であることに留意し、土地の形状変更を伴う行為を行わないこ

と、本丸御殿内においては柱や建物、建具に素手で触れないこと、また机

など備品を設置する際は柱や壁に触れないように配置すること。 

・設営・撤去の際は適切に養生を行い、施設に損傷を与えないよう配慮する

こと。 

・車両での搬出入を希望する場合は、原則として開園前（午前 8 時から午前

8 時 40 分まで）または閉園後（一般来場者の最終退出を確認した後）に行

うこと。それ以外の時間の車両の乗り入れは不可とする。なお閉園時間に

ついては、催事等により開園延長を行うことがあるため、施設管理者に確

認すること。 

 

（３）事業の企画・運営 

・本事業の全体的な目的に配慮し、ア～オを実施すること。 

・実施にあたっては、各セクションの運営マニュアルを作成し、委託者の許

可を得て実施すること。 

 

ア 名古屋城への入場管理 
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・名古屋城正門及び東門に入場ブーステントを設け、対象者を無料で入場さ

せること。 

・正門・東門には、それぞれ３人以上のスタッフを配置すること。 

・ブースの設置場所や入場オペレーションについては委託者や施設管理者

と協議の上決定すること。 

・一日あたりの来場者数をカウントすること。カウントした来場者数は委託

者へ報告すること。 

・入場時に正門及び東門から特設交流エリアへ誘導するための案内マップ

を配布すること。特設交流エリアまでの順路には案内看板（A1 サイズ・5

枚程度）を設置する等、適切に誘導を行うこと。 

・対象者の識別はアクレディテーションカード（★）または、名古屋市が選

手等大会関係者に配布する名古屋市周遊パスポートを利用すること。カー

ドやパスポートのデザイン等については、委託者から提供することとする。 

 

 

 

 

 

 

イ 特設交流エリアへの入場管理 

・特設交流エリアの入口にブーステントを設け、対象者をエリア内に入場さ

せること。また、一般来場者が立ち入らないよう管理をすること。必要に

応じて警備スタッフを配置すること。 

・選手等の入場ブーステントは２人以上のスタッフを配置すること。 

・ブースの設置場所や入場オペレーションについては委託者や施設管理者

と協議の上決定すること。 

・対象者の識別はアクレディテーションカードを利用すること。カードのデ

ザイン等については、委託者から提供することとする。 

・入場時には、特設交流エリア内での注意事項を案内すること。（柱や建具

等に素手で触れたり荷物を立てかけたりしない、裸足やストッキング等靴

下を履いていない選手等にはスリッパを貸し出す等） 

 

ウ 特設交流エリアでのおもてなし 

選手等の交流を促すとともに、愛知・名古屋の魅力を発信できるおもてな

しコンテンツを企画・運営すること。以下のコンテンツ例のほか、予算内で

より良いコンテンツがある場合は新たに提案すること。 

 

★アクレディテーションカードとは、大会関係者に配布される身分証明

や必要なエリアのアクセス権を付与するカードのこと。カードの券面上

には所有者のカテゴリーや役割が記載されており、特定の色やアルファ

ベットで判別できるようになっている。 
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【コンテンツ例】 

①お茶・茶菓子の提供 

・着物を着た人が選手の前でお茶をいれる等、日本文化を体験できるよ

うな設えの中でお茶・茶菓子を提供する。 

②記念品用のピンバッジ贈呈 

・愛知・名古屋に関するものをモチーフにしたピンバッジを記念品とし

て贈呈する。（記念品は受託者側で手配） 

・数種類のデザインを作成しその場で選手等が交換を行うなど、選手同

士の交流が生まれるような仕掛けを用意する。 

③文化体験コンテンツ 

・法被体験や折り紙体験等、日本文化を簡単に体験できるコンテンツを

用意する。 

 

エ ブーステントでの一般来場者への大会 PR 

・名古屋城の正門・東門に設置する選手等の入場ブーステントにおいて、選

手等がいない間は一般来場者に向けての本大会の PR を行うこと。 

・１日あたりの PR 実績をカウントすること。 

・アジア・アジアパラ競技大会の広報パンフレットの配布を行うとともに、

ディスプレイを用いて大会結果の速報を表示する等、効果的な方法で大会

の情報発信を行うこと。 

・来場者に競技スケジュールやチケット販売情報等を表示するとともに応

援 ID の登録やチケット購入の操作を説明するスタッフを配置すること。 

・なお、大会コアグラフィックスののぼりと横断幕、配布用のパンフレット

は委託者が提供するものを活用すること。 

 

オ 中高生ボランティアのマニュアル作成・説明・活動のサポート 

・従事する中高生ボランティア向けに、実施内容等についてマニュアルを作

成し、説明会を開催すること。また、当日の活動のサポートをすること。 

・中高生ボランティアは最大 1 日 6 人（3 人×2 セット（1 セット 2 時間を

予定））で主に土日で実施を予定している。（最大 36 人程度） 

・必要人数分のボランティア保険に加入するとともに、参加したボランティ

アには交通費として 1,000 円分のマナカチャージ券を提供すること。 

・なお、ボランティアの募集は委託者が行う。 
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  【ボランティア説明会】 

日時 令和 8 年 8 月中（日程は委託者と調整の上、決定する） 

場所 名古屋市役所等（会場は委託者において確保する） 

・説明は受託者で行うこと。なお、説明会時に使用する資料を発注者と調

整の上、事前に作成し、説明者及び参加者分準備すること。 

 

（５）印刷物の作成 

ア 案内マップ（A5 サイズ：3,300 枚） 

・名古屋城の正門および東門から特設交流エリアへのルートを案内する

マップを作成すること。 

イ 案内看板（A1 サイズ程度：5 個） 

・名古屋城の正門および東門から特設交流エリアへの順路に、選手等の

誘導のために設置する案内看板を作成すること。 

 

（６）実施にあたっての留意事項 

・エリア内での文書の案内は日本語・英語対応とすること。また、運営スタ

ッフについては日本語・英語・中国語・韓国語・アラビア語・ロシア語で

の対応を行うこと。なお、翻訳機等を利用しての対応も可とするが、英語

については通訳を必要人数配置すること。 

・国際的なマナーや文化的・宗教的背景への配慮を踏まえ、海外からの来訪

者に対し適切なおもてなしを行うこと。 

・飲食物の提供を行う際は、文化的・宗教的慣習に配慮し、原材料、アレル

ゲン、宗教上の禁止食材の使用について明確に表示を行うこと。 

・実施にあたっては、障害のある人も楽しめるような合理的な配慮や工夫を

施すこと。なお、肢体障害、知的障害、視覚障害については特段の配慮を

行うこと。 

・会場設営からイベント当日及び撤去までを対象とした施設の破損に備え

たイベント賠償責任保険に加入すること。なお、加入に要する経費につい

ては契約金額に含めること。 

・屋外で従事するスタッフへの熱中症対策を行うこと。 

  

＜中高生ボランティア概要（想定）＞ 

目的：市民と選手の交流機会の創出 

日程：９月２２日、２３日 

１０月３日、４日、２４日、２５日 計６日間 

規模：各日２コマ×３人（１日あたり６人） 
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・来場者の案内やサポート等、運営補助のため、必要に応じて委託者が手配

するボランティアスタッフの活用を検討すること。活用にあたっては、ボ

ランティアを統括する責任者と活動内容等について連携をとること。 

・受託者はスタッフ証（首掛けや腕章）を作成し、関係者に配布すること。 

・会場の施設利用にあたっての注意事項（別添 2）を遵守すること。なお、

施設の運営に支障があると施設管理者が判断した場合は、実施中の業務に

ついて、方法の変更、中断等を求める場合がある。現場責任者を配置し、

委託者及び施設管理者から指示があった場合は迅速かつ適切に対応する

こと。 

・撤去時は会場内の清掃作業を行うこと。また、本事業で発生したゴミは受

託者側で適切に処理すること。 

・城内は杭による固定は不可。ウェイト等により固定するものとし、強風な

どに対して、十分に来場者の安全が確保できる水準で設営すること。 

・台風・落雷等の非常時には速やかに事故防止の措置を講じること。なお、

その場合の委託料の増額は認めない。 

・城内コンセントの利用など軽易な電力利用は可能。ただし、城内通常運営

に支障が出ない範囲での利用のため、電気容量などについて事前に施設管

理者と協議を行うこと。 

・電源からの配線工事等を行う場合、設営及び利用料は受託者が負担する

こと。 

・文化財保護法、都市公園法等の関係法令を遵守し、必要な手続きについ

て委託者及び施設管理者と調整の上適切に対応すること。 

 

６ 業務の進捗管理 

（１）業務計画書 

契約締結後、業務委託全体を包含する業務計画書を速やかに立案すること。

運営上無理のないスケジュールとし、内容は委託者と協議のうえ提出するこ

と。立案した業務計画書は適宜更新を行うこと。 

 ・契約期間中の全体スケジュール 

 ・責任者及びその連絡先を明確にした連絡体制図 

 

（２）進捗管理 

ア 進捗状況の報告 

受託期間中は、月に１回程度、委託者に対する進捗状況の報告について

打合せを実施し、円滑な進行に努めること。 
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イ リスケジュール 

計画に遅れが生じた場合は、原因を調査し、要員追加や担当者変更等の

体制見直しも考慮した改善策を委託者に提示し、承認を得たうえで実施す

ること。 

ウ 議事録の作成 

打合せの都度、受託者において議事録を作成し、５営業日以内に委託者

へ提出すること。 

 

（３）実施報告書 

受託者はすべての業務完了後、契約期間終了までに本業務における実施

結果、撮影記録及び関連資料などを整理した業務報告書を作成し、委託者

へ提出すること。 

 

７ 成果物 

上記業務の実施の結果として、以下の成果物を指定された期日までに委

託者に納入し、委託者の承認を受けること。 

 

（１） 成果物一覧 

該当番号 成果物名 納入方式 提出期日 

５（１） 実施計画書 電子データ 2026 年 6 月 19 日

（金） 

５（３） 各セクションの

運営マニュアル 

電子データ 2026 年 8 月 19 日

（水） 

５（３）オ ボランティアの

運営マニュアル 

電子データ 説明会実施 2 週

間前まで 

５（５） 案内マップ・案

内看板 

電子データ 2026 年 8 月 19 日

（水） 

６（１） 業務計画書 電子データ 受託の決定から 

１週間以内 

６（２）ウ 議事録 電子データ 各打合せの実施

から１週間以内 

６（３） 実績報告書 ・カラーＡ４版（図表等視

認性確保のため必要と考

えられる場合は部分的に

Ａ３版を使用すること） 

３部 

・電子データ 

2027 年 1 月 20 日

（水） 
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（２） 成果物納入先 

愛知県アジア・アジアパラ競技大会推進局企画調整課 

 

８ その他留意事項 

（１） 秘密の保持 

ア 本業務により得られた情報について管理を厳密に行い、秘密の保持に

万全を期すこと。 

イ 受託者は、本業務に関して知り得た全ての情報を、本業務実施の目的

以外に使用又は第三者に漏洩してはならない。本契約の終了後も同様

とする。 

（２） 再委託の制限 

本業務の全部又は一部を再委託若しくは請け負わせてはならない。ただ

し、事前に書面にて委託者の承諾を得たときは、この限りではない。 

（３） 経費負担 

委託業務を遂行する上で必要となる一切の経費は、受託者が負担するこ

と。なお、本業務にかかる経費のうちボランティア参加にかかる交通費な

どは実績参加人数に応じた精算とすること。 

（４） 会計実地検査への協力 

本事業は、国の交付金を活用した事業のため、会計検査院の実地検査等の

対象となる。本事業に係る会計実地検査等が行われる場合は、事業終了後

であっても協力すること。 

（５） 会計帳簿及び証拠書類の保存 

受託者は、事業完了後 5 年間、本委託事業に係る会計帳簿及び証拠書類

を、県及び市の求めに応じていつでも閲覧に供することができるよう保存

しておくこと。本事業の経理処理にあたっては、委託費の対象となる経費

を明確に区別して処理すること。 

（６） 本仕様書に定めのない事項 

この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者と

が協議のうえ決定するものとする。 

（７） 事業の前提 

本事業は令和８年２月定例議会の議決による予算の成立を前提とする。 
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会場イメージ図 
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孔雀之間備品リスト 
No 品名 仕様・サイズ 数量 

1 毛氈 1800mm×900mm ウール混・赤 5 

2 座布団 八端判 59cm×63cm 色：金茶 中身：綿 50 

3 折りたたみ会議机

（高） 

W1800mm×D450mm×H700mm 10 

4 会議用イス パイプイス 30 

5 折りたたみ会議机

（低） 

W1800mm×D450mm×H330mm 10 

6 掛け軸飾り台 W540mm×D300mm×H2350mm 3 

7 食器かご   1 

8 たらい   1 

9 スポンジ 貸出物品の湯呑等を洗うためのものです。 若干数 

10 食器用洗剤 貸出物品の湯呑等を洗うためのものです。 1 

11 電気ポット タイガー（とく子さん）容量 5L 

消費電力 900W（沸騰まで約 36 分） 

1 

12 電子ケトル 容量 1.2L 消費電力 900W 2 

13 湯呑み茶わん 透かし 50 

14 茶托 会津塗 50 

15 急須   3 

16 やかん   2 

17 お盆 大きさ 45cm×30cm 2 

18 延長コード 長さ×口数［数量］ 

5ｍ×1［1 個］、3m×3［2 個］、1m×3［2 個］ 

5 

19 電源タップ 口数-3 2 

20 養生用畳マット 1800mm×900mm×2.5mm（厚） 

〔表面〕畳 〔裏面〕滑止め仕上げ 

9 

21 案内看板ー屋外用 A1 1 

22 案内看板ー屋内用 A1 および A2 各 1 

23 箒 部屋の清掃用です 3 

24 ちりとり 部屋の清掃用です 2 

 

 

 

 

（別添 1） 
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施設利用にあたっての注意事項 

 

【使用上の注意事項】 

・観覧者の観覧ルートと隣接していますので、他の観覧者の支障とならないよ

うに最善の注意を払ってください。 

※一般観覧者から苦情等の意見が出た場合、苦情に関する部分で内容の縮小ま

たは中止いただく場合がございます。予めご了承ください。 

 

・施設に損傷を与えないよう、最善の注意を払ってください。万一損傷を与え

た場合は、利用者の費用負担で原状回復をしてもらうことがあります。 

悪質、故意があると認められる場合は今後使用を許可しないことがありま

す。 

 

・建物・建具等に、素手で触れたり荷物を立てかけたりしないようお願いしま

す。素手で触れると、手の皮脂で黒く変色してしまいます。テープの使用等

も禁止です。机などの備品は、壁や柱から離して設置してください。障子・

襖など建具を外すのも禁止です。 

 

・孔雀之間へ出入りする際は入口スロープ前に案内スタッフを常駐し、来場者

の誘導をお願いします。スタッフ不在時は、スロープ前を閉めていただき出

入りができなくなりますのでご注意ください。（非公開のお部屋のため、ど

なたでも入れる入口ではございません。ご協力をお願いします。） 

 

・使用後には、無料貸出備品などを元に戻して、係員の点検を受けてくださ

い。 

 

・ごみは各自で必ずお持ち帰りください。また、使用後は必ず清掃をしてくだ

さい。 

 

【主な禁止事項】 

・火器の使用や大量の水を使う催しはできません。 

 

・大きな音を発生させる催事はできません。 

（太鼓等打楽器の使用は不可。マイク・アンプ等音声を増幅させる機器の使用

も不可です。） 

（アンサンブル程度は可。BGM 等で音量調整できる機器を使用することは可。） 

 

（別添 2） 
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・宗教活動や政治的行為等で使用することはできません。 

 

・「重いもの」や「鋭利なもの」、「においの強いもの」の持込は禁止です。 

 

・（においの強いものを除き）原則飲食は可能ですが、飲酒は不可です。 

 

【車両通行、搬出入について】 

・自動車で搬出入を希望する場合は、車両通行証を発行します（2 台まで）。

当日はダッシュボードに、警備員に見えるように置いてください。なお、駐

車場のご用意はありませんので、近隣の駐車場をご利用ください。 

 

・開園時間中の城内への車両の乗り入れはできません。リヤカーや台車等を使

用し、徒歩でお運びください。また、駐車場所は係員の指示に従ってくださ

い。 

 

・城内を自動車で搬出入する際は、ハザードランプを点灯させ、歩行者に注意

しながら、最徐行で運転してください。また、クラクションは鳴らさないで

ください。 

 

【反社会的勢力等の利用禁止について】 

・次にあげる組織、個人については名古屋城本丸御殿孔雀之間の利用をお断り

します。又、申込成立後、あるいは利用中といえども、その事実が判明した

場合には、その時点以降の一切の利用をお断りいたします。 

イ 名古屋市暴力団排除条例第 7 条の定めるところにより、暴力団の活動に利

用されることにより、その暴力団の利益になると認める場合 

ロ 暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧的不当要求及びこれに類する行為が認めら

れる場合 

ハ 風紀を乱す恐れのある者 

ニ 上記の【使用上の注意事項】について、係員より注意を受けて直ちにその

行為を止めなかった者 

ホ その他、管理運営上支障があると認められる者 

 

【その他】 

・広報 PR に使用するなど、業として写真や動画を撮影する場合、撮影者ごと

に予め申請が必要（有料）ですので、ご希望される場合は、事前にお申し付

けください。 
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・上記の内容を含め、注意事項は、関係スタッフ全員で共有し、徹底してくだ

さい。 

 

・その他、打合せ時や利用当日に係員からの指示や禁止事項を遵守してくださ

い。お守りいただけない場合、供用を停止する可能性がございます。 


